
高
齢
社
会
の
課
題
④

一
―
は
じ
め
に

ニ
―
老
人
福
祉
法
の
理
念
の
復
活

三
―
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携
と
住
民
参
加

四
―
医
療
の
質
を
落
と
さ
な
い
医
療
費
節
減

五
―
お
わ
り
に

愛
さ
れ
、
か
つ
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障

さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
こ
と
と
高
ら
か
に
謳
わ

れ
、
そ
れ
に
続
く
第
四
条
で
は
「
国
及
び
地
方

公
共
団
体
は
老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
責
務
を

有
す
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
憲
法
二
五
条
に
規
定

さ
れ
た
国
民
の
生
存
権
、
国
の
社
会
保
障
的
義

務
を
発
展
さ
せ
た
画
期
的
規
定
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
老
人
保
健
法
の
「
基
本
的
理
念
」

で
は
逆
に
「
国
民
は
、
自
助
と
連
帯
の
精
神
に

基
づ
き
、
自
ら
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の

変
化
を
自
覚
し
て
常
に
健
康
の
保
持
増
進
に
努

め
る
と
と
も
に
、
老
人
の
医
療
に
要
す
る
費
用

を
公
平
に
負
担
す
る
も
の
と
す
る
」
と
国
民
の

自
助
・
義
務
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
も
、
こ
の
「
基
本
的
理
念
は
」
そ
の
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こ
れ
か
ら
の
保
健
・
医
療

二
木
　
立

　
し
か
し
、
今
後
確
実
に
出
現
す
る
高
齢
化
社

会
を
考
え
る
と
、
現
在
の
保
健
・
医
療
制
度
を

患
者
・
国
民
の
立
場
か
ら
改
革
す
る
必
要
性
も

明
ら
か
で
あ
る
。

　
小
論
で
は
、
老
人
の
保
健
・
医
療
問
題
に
限

定
し
て
、
今
後
の
改
革
の
課
題
を
考
え
た
い
。

　
昨
年
二
月
に
実
施
さ
れ
た
老
人
保
健
法
に
よ

り
、
七
〇
歳
以
上
の
老
人
医
療
は
原
則
無
料
か

ら
原
則
有
料
へ
と
転
換
し
た
。
さ
ら
に
同
法
に

よ
っ
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
老
人
別
建
て
診
療

報
酬
と
老
人
病
院
の
規
定
は
、
七
〇
歳
以
上
の

老
人
収
容
比
率
が
六
〇
％
以
上
の
病
院
を
「
老

人
病
院
」
と
し
て
他
の
一
般
病
院
か
ら
区
別

し
、
そ
こ
で
の
医
療
費
を
大
幅
に
切
り
下
げ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
老
人
保
健
法

実
施
後
、
全
国
で
老
人
患
者
の
退
院
強
要
・
入

院
拒
否
、
入
院
雑
費
の
引
き
上
げ
が
行
な
わ
れ

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
根
本
的
原

因
は
老
人
保
健
法
に
よ
っ
て
老
人
医
療
の
「
基

本
的
理
念
」
が
根
本
的
に
変
質
し
た
た
め
だ
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
表
１
は
老
人
福
祉
法
と
老
人
保
健
法
と
の

「
基
本
的
理
念
」
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
老
人
医
療
費
無
料
化
は
一
九

七
三
年
一
月
に
老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
と
い

う
形
で
実
施
さ
れ
た
。
同
法
で
は
「
基
本
的
理

念
」
と
し
て
第
二
条
で
「
老
人
は
多
年
に
わ
た

り
社
会
の
進
展
に
寄
与
し
て
き
た
者
と
し
て
敬

ニ
―
―
老
人
福
祉
法
の
理
念
の
復
活

　
一
九
八
〇
年
代
も
中
葉
を
迎
え
、

の
医
療
費
抑
制
政
策
は
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し

て
い
る
。
昨
年
二
月
に
実
施
さ
れ
た
老
人
医
療

費
の
有
料
化
に
続
い
て
、
先
頃
確
定
し
た
一
九
八

四
年
度
厚
生
省
予
算
案
に
は
健
康
保
険
本
人
の

一
〇
割
給
付
の
廃
止
を
は
じ
め
と
し
た
医
療
保

険
制
度
の
抜
本
改
革
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
医
療
費
抑
制
政
策
は
一
方
で
患

者
・
国
民
の
負
担
増
を
招
く
と
と
も
に
、
他
方

で
医
療
機
関
の
深
刻
な
経
営
危
機
を
も
生
み
出

し
て
お
り
、
医
療
に
と
っ
て
〝
冬
の
時
代
〟
が

到
来
し
た
と
い
う
声
さ
え
聞
か
れ
る
。
そ
の
た

め
に
「
こ
れ
か
ら
の
保
健
・
医
療
」
を
バ
ラ
色

に
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
―
―
は
じ
め
に

政
府
厚
生
省



表―I　老人福祉法と老人保健法との基本的理念の比較

　
　
　
　
老
人
福
祉
法

　
（
基
本
的
理
念
）

第
二
条
　
老
人
は
、
多
年
に
わ
た
Ｉ
社
会
の
進
展

　
に
寄
与
し
て
き
た
者
と
し
て
敬
愛
さ
れ
。
か

　
つ
、
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ
る
も

　
の
と
す
る
。

第
三
条
　
老
人
は
、
老
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身

　
の
変
化
を
自
覚
し
て
、
常
に
心
身
の
健
康
を
保

　
持
し
、
そ
の
知
識
と
経
験
を
社
会
に
役
立
た
せ

　
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
老
人
は
、
そ
の
希
望
と
能
力
と
に
応
じ
、
適

　
当
な
仕
事
に
従
事
す
る
機
会
そ
の
他
社
会
的
活

　
動
に
参
与
ず
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す

　
る
。

　
（
老
人
福
祉
増
進
の
責
務
）

第
四
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
老
人
の
福

　
祉
を
増
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
老
人
の
福
祉
に

　
関
係
の
あ
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、

　
そ
の
施
策
を
通
じ
て
、
前
二
条
に
規
定
す
る
基

　
本
的
理
念
が
具
現
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
老
人
の
生
活
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
事
業
を

　
営
む
者
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て

　
は
、
老
人
の
福
祉
が
増
進
さ
れ
る
よ
う
に
努
め

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
、
老
人
医
療
の
枠
を
越
え
て
「
社
会
保
障
の

原
則
」
に
ま
で
拡
張
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
昭
和
五
十
八
年
度
「
厚
生
白
書
」

で
は
「
個
人
の
自
助
努
力
を
前
提
と
し
た
上

で
、
国
民
の
連
帯
に
よ
る
相
互
扶
助
を
組
織
化

し
て
社
会
の
安
定
を
図
る
と
い
う
社
会
保
障
の

原
則
」
（
一
三
四
ペ
ー
ジ
）
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
原
則
」
が
憲
法
二
五
条
の
生

存
権
規
定
―
権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
―
の
根

　
　
　
　
老
人
保
健
法

（
基
本
的
理
念
）

第
二
条
　
国
民
は
、
自
助
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ

　
き
、
自
ら
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の
変
化

　
を
自
覚
し
て
常
に
健
康
の
保
持
増
進
に
努
め
る

　
と
と
も
に
、
老
人
の
医
療
に
要
す
る
費
用
を
公

　
平
に
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
民
は
、
年
齢
、
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
、

　
職
域
又
は
地
域
に
お
い
て
、
老
後
に
お
け
る
健

　
康
の
保
持
を
図
る
た
め
の
適
切
な
保
健
サ
ー
ビ

　
ス
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す

　
る
。

　
（
国
の
責
務
）

第
三
条
　
国
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
保
健
事
業

　
　
（
以
下
単
に
「
保
健
事
業
」
と
い
う
。
）
を
健

　
全
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
各
般

　
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
第
一
条
に
規
定

　
す
る
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
医
療
、
公

　
衆
衛
生
、
社
会
福
祉
そ
の
他
の
関
連
施
策
を
積

　
極
的
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨

　
を
尊
重
し
、
住
民
の
老
後
に
お
け
る
健
康
の
保

　
　
持
を
図
る
た
め
、
保
健
事
業
が
健
全
か
つ
円
滑

　
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
施
策
を
実
施
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
的
否
定
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
国
民
自
身
が
「
自
分
の
健
康
は

自
分
で
守
ろ
う
」
と
言
い
聞
か
せ
、
日
頃
、
禁

煙
、
節
酒
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
、
適
度

な
運
動
等
に
努
め
る
こ
と
自
体
は
大
切
で
あ

る
。
し
か
し
、
国
民
が
健
康
を
個
人
だ
け
で
は

保
持
し
た
り
予
防
で
き
な
い
場
面
に
お
い
て
す

ら
「
公
衆
衛
生
の
向
上
に
責
任
を
持
つ
」
国
が

何
で
も
健
康
保
持
の
自
己
責
任
論
だ
け
唱
え
る

こ
と
は
と
ん
で
も
な
い
筋
違
い
で
あ
る
。
合
わ

せ
て
集
団
的
公
的
責
任
強
化
策
を
具
体
的
に
実

行
し
な
い
と
片
手
落
に
な
っ
て
し
ま
外
い

　
特
に
、
老
人
の
疾
病
は
自
覚
症
に
乏
し
く
、

早
期
発
見
・
早
期
治
療
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
定
期
的
健
康
診
断
の
徹
底
と
医
療
機

関
へ
の
か
か
り
や
す
さ
（
a
c
c
e
s
i
b
i
l
i
t
y
）
の
保

障
が
不
可
欠
で
あ
る
。
筆
者
が
、
老
人
福
祉
法

の
基
本
的
理
念
と
老
人
医
療
無
料
制
度
の
復
活

を
熱
望
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

一

一

一

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携
と

住
民
参
加

　
こ
の
よ
う
に
老
人
保
健
法
は
「
基
本
的
理

念
」
に
根
本
的
欠
陥
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
他

面
、
「
保
健
事
業
」
と
し
て
狭
義
の
「
医
療
」

だ
け
で
な
く
、
健
康
手
帳
の
交
付
、
健
康
教

育
、
健
康
診
査
、
機
能
訓
練
、
訪
問
指
導
等
を

網
罹
的
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
保

健
事
業
」
の
規
定
は
岩
手
県
沢
内
村
を
は
じ
め

と
す
る
全
国
各
地
で
の
先
進
的
な
保
健
事
業
の

成
果
を
分
析
し
た
上
で
組
み
立
て
ら
れ
た
と
言

　
　
　
　
　
(
１
)

わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
八
年
度
「
厚
生
白
書
」
で

は
「
老
人
保
健
制
度
は
、
…
…
市
町
村
と
い
う

住
民
に
最
も
身
近
な
自
治
体
に
お
り
て
予
防
か

ら
治
療
、
機
能
訓
練
等
に
至
る
保
健
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
、
さ
ら
に
は
福
祉
施
策
と
の
有
機
的

な
連
携
を
図
る
」
　
（
五
七
ペ
ー
ジ
）
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
連
携
は
老
人
に
「
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を

保
障
」
す
る
た
め
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
筆

者
も
考
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
保
健
事
業
の
実
施
を
保
障
す
る
人

員
の
確
保
は
自
治
体
ま
か
せ
に
さ
れ
、
あ
ま
り

進
展
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
東
京
特
別
区

（
二
三
区
）
中
、
一
九
八
三
年
度
中
に
保
健
婦

を
中
心
と
し
た
増
員
計
画
を
持
っ
て
い
た
の
は

一
二
区
に
す
ぎ
な
い
（
東
京
都
職
労
自
治
研
調

査
）
。
今
後
、
よ
ほ
ど
の
人
員
増
が
な
さ
れ
な

い
限
り
、
保
健
事
業
は
絵
に
書
い
た
餅
に
終
っ

て
し
ま
う
危
険
が
強
い
と
言
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
筆
者
は
、
今
後
保
健
・
医
療
・
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
連
携
を
強
化
す
る
だ
け
で
な
く
。

そ
れ
ら
へ
の
住
民
参
加
を
制
度
的
に
確
立
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
日
本
医
療
の
公
共
性
（
民
主
主
義
）
の

未
確
立
を
克
服
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欧
米
諸
国
の

病
院
の
大
半
が
国
・
自
治
体
・
公
的
団
体
立
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
は
私
立
が
大
半
を
占

め
て
い
る
。
表
２
は
欧
米
諸
国
と
日
本
と
の
開

設
者
別
病
院
病
床
数
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
日
本
の
よ
う
に
私
立
病
院
病
床
数
が
六
割

を
占
め
て
い
る
国
は
、
先
進
資
本
主
義
国
の
中

に
は
全
く
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
私
立
病

院
へ
の
依
存
は
、
明
治
以
来
の
歴
代
政
府
の

「
低
医
療
費
政
策
」
―
―
―
「
本
来
公
共
投
資
す
べ
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表―2　開設者別病院病床数の国際比較き
医
療
を
営
利
性
と
い
ケ
パ
イ
プ
を
軸
と
し
て

個
人
（
開
業
医
↓
患
者
）
に
転
嫁
し
て
く
る
政

策
」
（
川
上
武
氏
）
―
の
結
果
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
公
立
病
院
の

極
端
な
不
足
が
現
在
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る

地
域
医
療
計
画
作
成
の
重
大
な
障
害
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
筆
者
は
、
日
本
医
療
の
公
共
性
の

立
ち
遅
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
公
的
病
院
の
比
重

が
小
さ
い
こ
と
だ
け
で
な
く
、
医
療
機
関
の
運

営
へ
の
住
民
参
加
が
全
く
行
な
わ
れ
て
い
な
い

点
に
も
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
医
療
の
公
共
性
が
古
く
か

ら
確
立
し
て
い
る
西

欧
諸
国
で
は
、
住
民

参
加
が
制
度
的
に
保

障
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
は
病
院
を
監
督

ナ
る
各
県
の
病
院
局

は
公
選
に
よ
っ
て
選

ば
れ
た
も
の
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
ま
た

イ
タ
リ
ア
で
は
公
立

病
院
の
理
事
会
は
該

当
す
る
地
方
議
会
の

議
員
数
に
比
例
し
て

各
政
党
か
ら
推
せ
ん

し
て
選
ば
れ
て
い

　
(
３
)

る
。

保
健
・
医
療
を
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
の
新
し

い
課
題
と
言
え
よ
う
。

医
療
の
質
を
落
さ
な
い

医
療
費
節
減

　
こ
の
よ
う
な
住
民
参
加
制
度
は
我
が
国
で
は

全
く
存
在
し
な
い
。
僅
か
に
、
岩
手
県
沢
内
村

等
の
国
保
医
療
施
設
の
一
部
や
生
活
協
同
組
合

・
民
主
医
療
機
関
連
合
会
等
の
革
新
的
医
療
機

関
で
、
部
分
的
な
住
民
参
加
が
行
な
わ
れ
て
い

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
岩
手
県
沢
内
村
で
は
、
一
九
六
七

年
以
来
各
地
区
ご
と
に
保
健
委
員
が
選
出
さ

れ
、
こ
の
保
健
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
保

健
委
員
会
が
、
健
康
に
関
す
る
講
習
だ
け
で
な

く
、
村
や
沢
内
病
院
へ
の
地
区
住
民
の
意
見
を

出
す
場
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
住
民
参
加
の
制
度
的
確
立
は
、

　
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
後
、
厚
生

省
の
医
療
費
抑
制
政
策
は
益
々
厳
し
く
な
る
と

予
測
さ
れ
る
。
筆
者
は
軍
事
費
突
出
を
続
け
な

が
ら
の
医
療
費
抑
制
に
は
反
対
で
あ
る
が
、
今

後
の
高
齢
化
社
会
を
考
え
た
場
合
、
医
療
従
事

者
み
ず
か
ら
が
、
医
療
の
質
を
落
さ
な
い
で
医

図―１　沢内村の被保険者一人当たり医療費の推移（県対百分率）

療
費
を
節
減
す
る
方
法
を
探
究
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。

①
―
予
防
の
重
視
と
医
師
の
医
療
観
の
転
換

　
こ
の
点
で
も
典
型
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
岩

手
県
沢
内
村
の
医
療
で
あ
る
。

　
岩
手
県
沢
内
村
は
一
九
六
〇
年
一
二
月
に
全

国
に
先
が
け
て
乳
児
・
老
人
の
医
療
費
無
料
化

を
実
施
し
、
老
人
保
健
法
実
施
後
も
そ
れ
を
継

続
し
て
い
る
自
治
体
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

　
し
か
し
沢
内
村
の
医
療
の
素
晴
し
さ
は
無
料

化
制
度
だ
け
で
な
く
、
予
防
を
重
視
し
た
総
合

出典）太田祖電・増田進他「沢内村奮戦記」あけび書房

　　　1983、P166
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(
１
)

　
　
　
　
　
　
　
　
(
１
)



的
な
保
健
活
動
に
あ
る
。
こ
の
保
健
活
動
に
よ

り
乳
児
数
死
亡
が
早
期
に
克
服
さ
れ
た
だ
け
で

な
く
、
脳
卒
中
・
癌
等
の
成
人
病
の
予
防
・
早

期
発
見
も
進
ん
で
い
る
。

　
そ
の
た
め
に
、
図
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
沢

内
村
の
国
保
被
保
険
者
一
人
当
り
医
療
費
水
準

（
岩
手
県
対
百
分
率
）
は
昭
和
四
〇
年
代
に
急
速

に
低
下
し
、
昭
和
五
〇
年
代
に
は
岩
手
県
全
体

の
水
準
よ
り
も
二
〇
％
も
低
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
昭
和
五
六
年
度
か
ら
は
国
民
保
険

保
険
税
額
の
値
下
げ
す
ら
実
施
さ
れ
、
沢
内
村

は
岩
手
県
下
で
最
も
保
険
料
の
安
い
村
に
な
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
医
療
費
節
減
を
も
た
ら
し
た
原

因
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、
筆
者
は
、
予

防
重
視
の
総
合
的
保
健
活
動
だ
け
で
な
く
、
沢

内
病
院
の
医
師
の
姿
勢
（
医
療
観
）
―
―
治
療

中
心
の
技
術
や
薬
を
濃
厚
に
提
供
す
る
こ
と
を

質
の
高
い
医
療
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
―
―
が

重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
一
般
に
成
人
病
は
あ
る
一
定
年
齢
を
す
ぎ
る

と
多
く
の
人
が
発
病
す
る
し
、
精
密
に
検
査
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
異
常
値
が
発
見
さ
れ
る
。
こ
の

異
常
値
に
対
し
て
機
械
的
に
注
射
や
薬
を
処
置

す
れ
ば
、
早
期
発
見
は
医
療
費
節
減
で
は
な
く

そ
の
高
騰
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
。
特
に
、
大
学

病
院
で
の
医
療
が
研
究
目
的
の
た
め
も
あ
り

〝
検
査
漬
け
・
薬
漬
け
〟
を
積
極
的
に
推
進
し

て
い
る
現
状
の
下
で
は
、
そ
こ
で
教
育
を
受
け

た
青
年
医
師
は
で
き
る
だ
け
検
査
を
し
、
で
き

る
だ
け
薬
を
出
す
の
が
正
し
い
と
い
う
医
療
観

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な

医
療
観
を
転
換
し
な
い
限
り
、
予
防
重
視
に
早

期
発
見
は
医
療
費
節
減
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

②
―
施
設
間
連
携
に
よ
る
医
療
費
節
減

　
―
脳
卒
中
医
療
・
リ
ハ
ビ
リ
の
効
率
化
の

　
　
　
　
　
(
５
)

　
経
験
か
ら
―
　

近
年
の
医
療
費
高
騰
の
主
因
が
病
院
医
療
費

の
急
増
に
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
我
が
国
よ
り
一
足
先
に
医
療
費
抑
制
時
代
を

迎
え
た
欧
米
諸
国
で
は
、
老
人
医
療
の
分
野
で

も
、
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
、
在
宅
ケ
ア
に
よ
る

病
院
医
療
の
「
代
替
」
が
図
ら
れ
、
そ
の
効
果

も
あ
り
在
院
日
数
も
近
年
短
縮
傾
向
に
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
我
が
国
で
は
病
院
の
在
院
日

数
が
伝
統
的
に
著
し
く
長
い
だ
け
で
な
く
、
最

近
が
そ
れ
は
漸
増
を
続
け
て
い
る
。
厚
生
省

　
「
病
院
報
告
」
に
よ
る
と
一
般
病
床
の
平
均
在

院
日
数
は
一
九
七
〇
年
の
三
二
・
五
日
か
ら
一

九
八
一
年
の
三
九
・
二
日
へ
と
一
一
年
間
で
六

・
七
日
も
延
長
し
て
い
る
。

　
今
後
病
院
医
療
費
を
節
減
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
異
常
に
長
い
在
院
日
数
の
短
縮
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
在
宅
保
健
・
医

療
、
福
祉
機
関
（
保
健
所
、
福
祉
事
務
所
等
）
、

福
祉
施
設
を
も
含
ん
だ
総
合
的
な
施
設
間
連
携

を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
図
２
は
筆
者
の
勤
務
す
る
代
々
木
病
院
（
東

京
都
心
に
あ
る
二
七
〇
床
の
中
規
模
民
間
病

院
、
救
急
指
定
）
で
の
経
験
を
基
に

し
て
作
製
し
た
「
脳
卒
中
医
療
・
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
間
連
携

モ
デ
ル
」
で
あ
る
。

　
現
在
で
も
脳
卒
中
患
者
の
多
く
は

一
般
病
院
の
み
に
長
期
間
入
院
ナ
る

こ
と
が
多
く
、
厚
生
省
「
患
者
調

査
」
に
よ
る
と
脳
卒
中
患
者
の
平
均

在
院
日
数
は
一
二
〇
日
（
昭
和
五
一

～
五
六
年
平
均
）
に
達
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
当
院
で
は
脳
卒
中

患
者
の
初
期
診
療
と
平
行
し
て
「
早

期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
開
始

す
る
と
と
も
に
、
在
宅
医
療
、
福
祉

機
関
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門

病
院
、
長
期
療
養
施
設
（
老
人
病

院
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
と
の

連
携
を
重
視
し
、
医
学
的
ゴ
ー
ル
に

達
し
た
患
者
の
早
期
退
院
（
転
院
）

を
徹
底
し
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
に
、
図
３
に
示
し
た
よ

う
に
、
当
院
の
全
脳
卒
中
患
者
の
平

均
在
院
日
数
は
約
四
〇
日
に
ま
で
短

縮
し
て
い
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
う

ち
一
日
以
上
の
入
院
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
患
者
は
約

半
分
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
患
者
の
平

均
在
院
日
数
は
約
二
ヵ
月
で
あ
る
。

こ
れ
は
英
国
の
一
般
病
院
に
お
け
る

脳
卒
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
平

脳卒中医療・リハビリテーションの施設間連携モデル図―２
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図一３　代々木病院の脳卒中患者の平均

　　　在院日数の推移

注）（　）内上段は全脳卒中患者数、下

　　段は31日以上入院した脳卒中患者数

出典）二木立：一般病院における在宅患

　　　者に対するリハビリテーション、

　　　総合リハ11（12）:949-954、1983

表―3　脳卒中医療・リハビリの施設間連携による医療費節減のモデル

　　　　計算5）十

表― 4　施設サービス、在宅福祉サービス、リハビリテーション・スタッフの水準の国際比較
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均
在
院
日
数
と
同
水
準
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
よ
う
な
比
較
的
短
期
間
の
入
院
に
も
か
か
わ

ら
ず
患
者
の
八
割
は
直
接
自
宅
へ
退
院
し
得
て

い
る
。

　
表
３
は
こ
の
よ
う
な
施
設
間
連
携
を
行
っ
た

場
合
の
医
療
費
と
全
脳
卒
中
患
者
が
一
般
病
院

に
入
院
を
続
け
た
場
合
の
医
療
費
の
モ
デ
ル
計

算
（
患
者
百
人
・
四
ヵ
月
当
た
り
）
で
あ
る

（
紙
数
の
都
合
に
よ
り
試
算
の
た
め
の
条
件
設

定
と
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。
文
献

(
５
)
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
施
設

間
連
携
は
四
八
・
〇
％
も

た
ら
す
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
な
お
、
結

論
の
安
定
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
条
件
を
種

々
変
更
し
て
再
計
算
（
「
感
度
分
析
」
）
を
行

な
っ
て
み
た
が
、
結
論
に
変
化
は
な
か
っ
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
結
果
は
、
東
京
都
心
部
と
い

　
今
後
、
こ
れ
ら
の
面
で
の
サ
ー
ビ
ス
、
ス
タ

ッ
フ
の
充
実
を
は
か
ら
な
い
限
り
、
在
院
日
数

の
短
縮
＝
病
院
医
療
費
の
節
減
を
望
め
な
い
と

言
え
よ
う
。

五

う
医
療
・
福
祉
水
準
が
比
較
的
高
い
地
域
で
、

し
か
も
施
設
間
連
携
を
徹
底
し
て
行
な
っ
て
得

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
経
済
効
果
（
医
療
費
節

減
）
が
全
国
的
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
種

医
療
・
福
祉
施
設
が
適
正
に
作
ら
れ
、
合
理
的

に
連
携
ナ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
我
が
国
で
は
病
院
病
床
数
は
す
で

に
一
九
七
〇
年
代
に
欧
米
諸
国
の
水
準
を
凌
駕

し
て
い
る
反
面
、
表
４
に
示
し
た
よ
う
に
、
老

人
ホ
ト
ム
定
員
数
や
在
宅
サ
ー
ビ
ス
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
ッ
フ
数
は
欧
米
諸
国
に
比

べ
て
は
る
か
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
老
人
保
健
法
に
よ
り
訪
問
看
護
は
よ

う
や
く
全
国
的
に
制
度
化
さ
れ
・
た
が
、
そ
れ
は

退
院
後
三
月
間
、
月
二
回
を
限
度
と
す
る
も
の

に
す
ぎ
な
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
政
府
に
よ
る
医
療
費
抑
制
政
策
、
社

会
保
障
の
理
念
の
変
質
を
批
判
し
つ
つ
、
今
後

の
老
人
の
保
健
・
医
療
の
改
革
の
課
題
に
つ
い

て
私
見
を
述
べ
て
き
た
。

　
小
論
で
強
調
し
た
医
療
へ
の
住
民
参
加
、
医

療
の
質
を
落
さ
な
い
医
療
費
節
減
の
地
域
レ
ベ

ル
で
の
実
践
の
積
み
重
ね
、
普
及
こ
そ
が
今
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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